
福祉事務所等（市町村）では、児童扶養手当受給者等に対し、①個別に面接を実施し、②本人の生活状況、就業への意欲、
資格取得への取組等について状況把握を行い、③個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策
定し、④プログラムに沿った支援を行うとともに、⑤プログラム策定により自立した後も、アフターケアを実施、⑥就労支援
についてはハローワークに支援要請。
ハローワークでは、就職支援ナビゲーター等を配置し、ハローワークと福祉事務所等とが連携して個々の児童扶養手当受給

者等の状況、ニーズ等に応じたきめ細かな就労支援を行う生活保護受給者等就労自立促進事業（ひとり親就職サポート事業）
を実施。
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等 ・母子家庭等就業・自立支援事業
・自立支援給付金事業
・母子父子寡婦福祉貸付金
・保育所の優先入所

等の活用

・面接相談
・状況、課題等の把握
・ハローワーク等の関係機関等との連絡調整

就 業 に よ る 自 立 → アフターケアの実施

生活保護受給者等
就労自立促進事業
（ひとり親就職サポー
ト事業）へ

・キャリア・コンサルティング
・職業相談・職業紹介
・職業準備プログラム
・トライアル雇用
・公的職業訓練等の能力開発
・個別求人開拓
・就労後のフォローアップ

自立支援プログラム
に基づいた支援

自治体
（母子家庭等就業・自立支援センター、福祉事務所等）

自立支援プログラムの作成

ハローワーク

福祉部門担当コーディネーター
就職支援ナビゲーター

面接の上、就労支援
メニューを決定

支援要請

福祉事務所等のコーディネーターとハローワークの
就職支援ナビゲーターが連携し、チーム支援を実施

自立支援プログラムと生活保護受給者等就労自立支援事業（ひとり親就職サポート事業）
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